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日本の食品安全情報をタイムリーに日本語とタイ語で解説するニュースレターです。 
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★ 今週のトピックス（日本の厚生労働省からの情報） 
1. 最近の検査命令における追加実施項目 

                          (2022 年 8 月下旬～9 月上旬) 

通知 
対象食品 

(含加工食品) 
検査項目 区分 備考、参照 URL 

8/29 
インド産 

カシューナッツ 
クロルピリホス 強化 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000981435.pdf  

基準値  0.01 mg/kg - ppm 

9/6 

インド産 

ピスタチオナッツを

含む食品 

総アフラトキシン 強化 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000985877.pdf  

基準値  10 µg/kg - ppb 

※検査対象条件等詳細につきましては、参照 URL をご確認ください。 
 
2. モニタリング検査の追加(違反による強化または検査命令解除による引下げ：検査頻度 30％) 

                          (2022 年 8 月下旬～9 月上旬) 

通知 
対象食品 

(含加工食品) 
検査項目 区分 備考、参照 URL 

8/31 
パキスタン産 

ごまの種子 
クロルピリホス 強化 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000983281.pdf  

基準値 0.05 mg/kg – ppm 

9/6 
台湾産 

さといも 
パクロブトラゾール 強化 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000986246.pdf  

基準値 0.01 mg/kg – ppm 
 
3. 最近のタイ産品の輸入違反事例                           (2022 年 9 月上旬) 

日付 品名 不適格内容 基準 検査の種類 

9/5 
無加熱摂取冷凍食品： 

未成熟いんげん 
（FROZEN GREEN BEANS） 

成分規格不適合 
（大腸菌群 陽性） 

大腸菌群 陰性 
モニタリング

検査 
 
★ 食品中のエチレンオキシドの検査に関するシンガポール食品庁（SFA）の声明 

最近、エチレンオキシド (EO) の存在により、アイスクリームなどの食品のリコールが発生していま

す。EO は微生物汚染を防ぐため、農産物への燻蒸に使用することができます。シンガポール食品規則

では、EO は香辛料の殺菌に使用することが認められており、香辛料中の EO の最大残留基準値（MRL）

は 50 mg/kg（50 ppm）を超えるべきではないとしています。 

バニラ(香料)とローカストガム(増粘剤及び安定剤)は、アイスクリームの製造にごく少量 (1%未満)で

使用されることのある農産物です。燻蒸処理したローカストガムやバニラのさやに含まれる微量の EO

は、完成したアイスクリームの最終製品に移行することがあります。このような微量の EO を含むアイ

スクリーム製品を摂取しても、個人が定期的に大量に摂取する食品ではないため、健康上のリスクは

生じません。しかしながら、SFA は海外の一部の規制当局がリコールした、EO が検出された食品をリ

コールする予防的措置を講じています。SFA は最新の科学的評価に基づき、国際的な動向を考慮し

て、食品基準の定期的なレビューを行っています。このプロセスの一環として、SFA は国内で販売さ

れる食品における EO の許容値のレビューを開始するとともに、アイルクリーム製品の積極的なサンプ

リングとテストを行っています。これまでに採取されたアイスクリーム製品から EO は検出されていま

せんが、EO が検出可能な濃度を超えて検出された場合、SFA は予防的措置として対象製品のリコール

を開始する予定です。 

※詳細は下記 URL を御覧下さい。 

https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/sfa-statement-on-testing-of-

ethylene-oxide-in-food.pdf 
 
※次号の OMIC Food Safety Newsletter No.564 の発行は、2022 年 9 月 30 日とさせて頂きます。 
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